
様式第３号（第１３条関係） 

 

会議録 

会議の名称 令和６年度第２回朝霞市総合福祉センター運営協議会 

開催日時 
令和７年２月１４日（金） 

午後２時３０分から午後３時３０分まで 

開催場所 朝霞市総合福祉センター 第１・第２会議室 

出席者及び欠席者 

の職・氏名 

 

出席委員１０人（中村会長、土佐副会長、髙杉委員、田中委員、伊

藤(紀)委員、田尻委員、本橋委員、菅野委員、内田委員、斉藤委員） 

欠席委員４人（安孫子委員、獅子倉委員、石川委員、髙橋委員） 

事務局５人（赤澤障害福祉課長、平岡福祉相談課地域福祉係長、佐々

木障害福祉課障害給付係主査、金光福祉相談課地域福祉係主任、上

村福祉相談課地域福祉係主事） 

朝霞市社会福祉協議会５人（鳥居事務局次長兼総務課長、柴田はあ

とぴあ福祉作業所長、白木地域福祉推進課長、松本地域福祉推進課

主幹兼課長補佐、堀内総務課長補佐兼施設管理係長) 

議題 

 

（１）会長、副会長の選任について 

（２）令和６年度朝霞市総合福祉センター事業報告 

令和７年度朝霞市総合福祉センター事業計画（案） 

会議資料 

 

・次第 

・令和６年度朝霞市総合福祉センター事業報告 

・令和７年度朝霞市総合福祉センター事業計画（案） 

会議録の作成方針 

 ■電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 □電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 □要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起こ 

した場合の当該電磁的記録の保 

存期間 

■会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法     出席委員による確認 

傍聴者の数 ０人 

その他の必要事項 
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  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

１ 開会 

〇事務局・上村福祉相談課地域福祉係主事 

 皆さん、こんにちは。定刻となりましたので、朝霞市総合福祉センター運営協議会を開

会させていただきます。本日は、お忙しい中ご出席いただきましてありがとうござい

ます。司会を務めさせていただきます、福祉相談課の上村でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 まずはじめに、本会議は会議録作成のため録音させていただきますので、あらかじめ

ご了承ください。本会議は、市政の情報提供及び審議会等の会議開催・公開に関する指

針により、原則公開となっております。本日の会議においては、特に配慮を要する個人

情報を取り扱う議題はございませんので、この後、会議の途中で傍聴希望者があった

場合には、傍聴席の範囲内で入場していただきます。 

 

２ 配付資料等の説明 

〇事務局・上村福祉相談課地域福祉係主事 

 それでは、議事に先立ちまして、資料の確認をお願いいたします。委員の皆さまには、

事前に本日の会議の「次第」と、「令和６年度朝霞市総合福祉センター事業報告、令和

７年度総合福祉センター事業計画（案）」を送付させていただきましたが、本日お持ち

でしょうか。 

 本日の出席状況でございますが、獅子倉委員、安孫子委員、髙橋委員、石川委員につき

ましては、事前に欠席のご連絡をいただいております。全委員１４名のうち、本日は過

半数の１０名のご出席をいただいておりますので、朝霞市総合福祉センター設置及び

管理条例第１８条第２項の規定により、会議が成立することをご報告いたします。 

 また、本日も、福祉相談課及び障害福祉課の職員と、総合福祉センターの指定管理者で

ある社会福祉協議会の職員が同席しておりますので、よろしくお願いします。 

 

３ 委員自己紹介 

〇事務局・上村福祉相談課地域福祉係主事 

 本日は、委員改選後初めての会議ですので、恐れ入りますが、自己紹介をお願いいたし

ます。それでは土佐委員から時計回りにお願いいたします。 

〇土佐委員 

 民生委員・児童委員の土佐隆子と申します。よろしくお願いいたします。 

〇本橋委員 

 朝霞市つばさ会の本橋と申します。よろしくお願いします。 

〇菅野委員 

 朝霞アマチュア無線クラブ代表の菅野と申します。よろしくお願いいたします。 

〇内田委員 

 朝霞市保護司会副支部長をしております、内田と申します。本日はよろしくお願いし

ます。 

〇斉藤委員 

 青少年相談員の斉藤かな江と申します。よろしくお願いします。 

〇髙杉委員 

 初めまして。朝霞市聴覚障害者協会から参りました、髙杉と申します。よろしくお願い

します。 
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〇田中委員 

 ＮＰО法人朝霞市心身障害者を守る会の代表をしております、田中と申します。よろ

しくお願いいたします。 

〇伊藤委員 

 うめぼし体操の会、伊藤と申します。よろしくお願いいたします。 

〇田尻委員 

 朝霞市傾聴ボランティア団体のつぼみの会の代表をしております、田尻と申します。

よろしくお願いします。 

〇中村委員 

 児童発達支援センター元気キッズ及び保育園元気キッズを運営している中村です。よ

ろしくお願いいたします。 

〇事務局・上村福祉相談課地域福祉係主事 

 皆さん、ありがとうございました。 

 

４ 議題（１） 

〇事務局・上村福祉相談課地域福祉係主事 

 それでは、本日の会議に入りたいと存じます。会長が選任されるまでの間、平岡福祉相

談課地域福祉係長を仮議長としてよろしいでしょうか。 

〇一同 

 異議なし。 

〇事務局・上村福祉相談課地域福祉係主事 

 それでは、仮議長席へ移動をお願いいたします。 

〇事務局・平岡福祉相談課地域福祉係長 

 着座にて失礼します。本来であれば福祉相談課長の山木が務めさせていただくべきと

ころですが、諸事情により本日お休みとなっておりますので、代わりに務めさせてい

ただきますので、どうぞよろしくお願いします。 

 これより議長が決まるまで、仮議長として議事の進行をさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。それでは、会長、副会長の選任に入ります。会長、副会長の

選出は、委員の互選となっておりますが、自薦、他薦問わず、どなたかいらっしゃいま

すでしょうか。それでは、土佐委員、お願いします。 

〇土佐委員 

 中村委員を推薦いたします。中村委員は、保育事業や児童発達支援事業等で地域のた

めにご活躍されていますし、朝霞市障害者自立支援協議会の部会長として、会議の統

括などもされていることから適任であると思いますのでお願いいたします。 

〇事務局・平岡福祉相談課地域福祉係長 

 ただいま、土佐委員から中村委員を推薦していただきましたが、皆さまいかがでしょ

うか。 

〇一同 

 異議なし。 

〇事務局・平岡福祉相談課地域福祉係長 

 ありがとうございます。中村委員、ご承諾いただけますでしょうか。 

〇中村委員 

 はい。 

〇事務局・平岡福祉相談課地域福祉係長 

 ありがとうございます。それでは、ここからの議事の進行は中村会長にお願いし、仮議

長を下りさせていただきます。それでは、会長は議長席へ移動し、会長就任のあいさつ
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をお願いいたします。 

 〈中村会長、移動〉 

〇中村会長 

 皆さん、こんにちは。ただいま、会長にご推挙いただきました中村でございます。皆さ

まのご協力のもと、この重責を務めさせていただきたいと存じますので、よろしくお

願い申し上げ、私のあいさつとさせていただきます。 

 それでは、議長を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。続きまし

て、副会長の選出に入ります。自薦、他薦問わず、どなたかいらっしゃいませんでしょ

うか。本橋委員、お願いします。 

〇本橋委員 

 前回も本協議会で副会長を務めていただいた、土佐委員を推薦させていただきます。

土佐委員は民生委員として長く地域のためにご活躍されていますし、民児協の会長と

して会議の統括などもされていることから適任ではないかということで推薦させてい

ただきます。 

〇中村会長 

 ただいま、土佐委員を推薦していただきましたが、皆さまいかがでしょうか。 

〇一同 

 異議なし。 

〇中村会長 

 それでは、土佐委員、お引き受けいただけますでしょうか。 

〇土佐委員 

 はい。 

〇中村会長 

 ありがとうございます。それでは、副会長に就任していただきますので、席の移動をお

願いいたします。 

 〈土佐副会長、移動〉 

〇土佐副会長 

 ただいま、副会長にご推挙いただきました土佐でございます。中村会長とともに、この

運営協議会を実りある会議とすることができるよう、皆さまのご協力をいただきなが

ら努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

〇中村会長 

 ありがとうございました。 

  

５ 議題（２） 

〇中村会長 

 それでは、次の議事へ移ります。令和６年度朝霞市総合福祉センター事業報告と、令和

７年度朝霞市総合福祉センター事業計画（案）について、事務局から説明をお願いしま

す。 

〇事務局・金光福祉相談課地域福祉係主任 

 福祉相談課の金光と申します。よろしくお願いいたします。恐れ入りますが着座にて

説明させていただきます。 

 それでは、「令和６年度朝霞市総合福祉センター事業報告及び令和７年度事業計画」に

つきまして、説明させていただきます。 

 資料の１ページをお開きください。こちらは総合福祉センターの各事業施設の利用状

況です。まず、①会議室の利用状況ですが、２階のこちらの部屋（第１・第２会議室）

と調理実習室につきまして、令和６年度１２月末時点で４１４件、延べ４，１９５人の
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利用がございました。続きまして、②障害者多機能型施設はあとぴあ福祉作業所の利

用状況ですが、令和６年度１２月末時点で就労継続支援Ｂ型事業、生活介護事業合わ

せまして、延べ９，６６２人の利用がございました。また、１階喫茶室「お花畑」では

１，０９９人、２階売店「はっぴぃ」では２，０００人、市内栄町にございますテイ・

エステック株式会社本社内の売店カフェ「ル・クール」では２，１３６人の利用がござ

いました。③障害者就労支援センターの相談件数は１，６２０件、④障害者相談支援セ

ンターの相談件数は、４，１２２件でございました。 

 次に、２ページをご覧ください。ここからは、総合福祉センター管理運営事業報告につ

いてご説明いたします。令和６年度１２月末までに消防訓練・避難訓練を３回実施い

たしました。１０月には、火災を想定した避難訓練をブラインド方式で行い、トランシ

ーバーを使用した状況報告や、人形を用いた要救助者の避難といった課題を設けて行

いました。初期消火活動訓練として、火災現場に複数の消火器を集めることや、要救助

者を車椅子で避難させることなどの課題を設定することで、緊張感をもって訓練に取

り組むことができました。６月には、大雨による洪水等を想定した訓練を行いました。

行動フローを見直し、警戒レベルに応じた職員の対応や連絡体制について確認を行い

ました。 

 １１月には、はあとぴあふれあい祭りを開催いたしました。当日は、小さなお子様から

ご高齢の方まで、１，０００人を超える方々にご参加いただき、ジャズ演奏やふれあい

ミニ動物園、また、各種キッチンカーなどのイベントを楽しむ姿が見られました。お祭

りに向けた担当者会議も定期的に実施し、綿密に準備を行ったうえで開催いたしまし

た。 

 さらに、施設見学につきましては、１０月に横浜市戸塚第一地区社会福祉協議会の施

設見学を受入れました。研修の一環として、児童館や福祉作業所など、センター全体を

見て回りました。また、１１月に朝霞第三小学校２年生の児童による施設見学を受入

れました。こちらも総合学習の授業の一環として、児童館や福祉作業所など、センター

全体を見て回りました。令和６年度１２月末までの事業報告は以上です。 

 資料の３ページをお開きください。ここからは、令和７年度の事業計画についてご説

明いたします。令和７年度につきましても、引き続き各種福祉サービスや情報交換、活

動の場を提供していくため、建物、設備、備品の管理を適切に行ってまいります。ま

た、火災や地震等の災害発生に備え、通報訓練・避難訓練・消火訓練を実施していくほ

か、はあとぴあふれあい祭りの開催を予定しております。 

 ご承知のとおり、総合福祉センターは開所から２０年以上が経過し、施設や設備の老

朽化に伴い、大規模緊急修繕が増えてきている状況にあります。現在、館内４系統の空

調機更新工事を実施しており、本年度中に完了する見込みでございます。引き続き、施

設運営への影響や、施設利用者への安全性を最優先し、適切な管理運営に努めてまい

ります。総合福祉センターの管理運営事業については以上です。 

〇事務局・佐々木障害福祉課障害給付係主査 

 続きまして、障害福祉課より説明いたします。障害福祉課の佐々木と申します。 

 それでは、資料の４ページをお開きください。「はあとぴあ福祉作業所」につきまして

は、障害者総合支援法に基づく「生活介護」と「就労継続支援Ｂ型」の障害福祉サービ

スを行っております。「生活介護」では、生産活動、基本的な生活動作、自立訓練、入

浴、リラクゼーション等をスケジュール化し、小グループで活動しています。「就労継

続支援Ｂ型」では、働くために必要な総合的な能力や地域の中で生活していく社会能

力の向上を目指して活動しています。令和６年度の事業報告については、通年事業と

して誕生日会や健康・体力の増進を図る生活習慣病予防事業などを行いました。また、

１０月に日帰り課外体験研修として、就Ｂは成田空港、生活介護は大宮鉄道博物館に
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行きました。 

 ６ページをご覧ください。喫茶室「お花畑」の利用状況につきましては、営業日数１０

６日、売上金額２４万３，８０８円、売店「はっぴい」につきましては、営業日数１３

７日、売上金額２０６万６，６００円、市内企業ＴＳテック内カフェ売店「ル・クール」

につきましては、営業日数１７６日、売上金額５１万３，０００円でした。 

 続きまして７ページをご覧ください。「はあとぴあ福祉作業所」の令和７年度の事業計

画につきましては、例年同様の事業を予定しております。 

 続きまして９ページをご覧ください。「はあとぴあ障害者就労支援センター」の令和６

年度の事業報告につきましては、就職準備支援として求職条件の整理や訓練施設の情

報提供、履歴書作成、面接同行等を、就職後の支援として職場訪問や面談、企業との調

整を行いました。新規登録者数１７人、支援延べ人数１，６２０人、就職者数２５人で

ございます。また、これまで関わりのなかった企業に対して新規事業所開拓を行うほ

か、ハローワークや学校、病院等の関係機関との連携も強化しております。 

 続きまして、１１ページの令和７年度の事業計画としては、利用者支援を行うととも

に、職員の資質向上のために社協内外の研修に参加していきます。また、相談支援セン

ターや市内関係機関などとの情報共有や情報交換などを図っていきます。 

 続きまして１３ページ、「はあとぴあ障害者相談支援センター」については、福祉サー

ビスの利用援助や社会資源活用支援、専門機関の紹介などの一般的な相談支援業務を

行う委託相談業務と、障害福祉サービスの個別計画の作成を行う計画相談業務を行っ

ております。令和６年度事業報告については、委託相談では延べ相談件数１，４０３件

で、最も多かったのは福祉サービスの利用等に関する支援で４１７件でございました。

そのほか、医療機関や通所事業所など関係機関と連携して支援を行ってきました。ま

た、土曜相談を５回実施し、明日２月１５日にも実施予定となっております。次に、計

画相談では、障害者及び障害児２０３人と契約しております。また、就労支援センター

と合同で研修会や勉強会を開催して、職員の資質向上を図るとともに市内の相談事業

者などに対する資質向上も図ってきました。今年度は就労支援センターと合同で「障

害のある方の親なきあとにむけて」を市民向け講座として開催し、５８人に参加いた

だきました。 

 続きまして１５ページ、令和７年度の事業計画については、引き続き委託相談、計画相

談を通した障害者支援を行うほか、社協法人内外の研修会への参加や就労支援センタ

ーなどとの合同研修を計画しております。また、土曜相談を６回実施する予定です。以

上で、令和６年度総合福祉センター事業報告、令和７年度事業計画（案）の説明を終わ

ります。 

〇中村会長 

 ありがとうございました。ただいまの事務局からの説明の中で、何かご質問、ご意見等

はございますでしょうか。内田委員、お願いします。 

〇内田委員 

 ９ページの中で、「就職職種」というところがあるんですけれども、ここの精神障害者

の欄に「Ａ型」というところがありますよね。こちらのＡ型というのはどういう職種か

なと思いまして、もしＢ型とかもあるんでしたら、それも含めてご教示いただければ

と思います。 

〇事務局・佐々木障害福祉課障害給付係主査 

 障害福祉課の佐々木と申します。 

  Ａ型につきましては、就労継続支援Ａ型という障害福祉サービスの事業所になってお

り、こちらのはあとぴあ福祉作業所でやっているものがＢ型で、軽作業などをメイン

にやっており、雇用契約を結ばない形態です。雇用契約を結んで賃金を頂くかたちが
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Ａ型になっております。両方とも障害福祉サービスとして障害者の働く場所としてや

っているものになります。 

〇内田委員 

 ありがとうございます。 

〇中村会長 

 ほかに何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

 では私からよろしいでしょうか。１番の総合福祉センター管理運営のところで、避難

訓練・消防訓練のところは、不審者への対応、不審者が来たときの訓練はやっています

でしょうか。 

〇事務局・平岡福祉相談課地域福祉係長 

 訓練については、消防とかそういった関係もあってやっている訓練になってくるので、

いわゆる災害を想定した訓練がここに掲載されています。今、ご質問のありました、不

審者を想定した訓練自体は今のところやっていないということですが、さすまたなど

のそういった対応ができるような物品というのは備え付けているという状況です。 

〇中村会長 

 児童福祉とか障害福祉の県の監査などでやってくださいと言われるので、ぜひ取り入

れたほうがいいのかなと思います。 

〇事務局・平岡福祉相談課地域福祉係長 

 わかりました。その辺も含めて今後検討していきたいと思います。 

〇中村会長 

 追加でいいでしょうか。はあとぴあふれあい祭りの人数が１，３４６人とすごく素晴

らしい数なんですけれど、これに基づく計画で、特に数値目標とかがなかったので、３

ページのところで、例えば参加人数及び展示数値目標等を設けるといいのではないか

なと思いました。 

〇事務局・平岡福祉相談課地域福祉係長 

 現状での話になるんですが、２ページのふれあい祭りの項目のひとつ上に担当者会議

というのがございます。その中で、毎年１，０００人は超えていきたいというかたちで

話し合っている状況なんですけれども、大体、例年１，０００人を超えてきているの

で、逆に今、話しながら思ったんですけれど、例えば１，５００人にするとかそういっ

たことも今後考えて、せっかくやるのであれば少しでも多くの方に楽しんでいただけ

るように考えていければと思います。ありがとうございます。 

〇中村会長 

 とてもいいイベントなんですよ。なのでみんなに来てほしいなと思って。 

 ほかに。はい、田中委員。 

〇田中委員 

 ６年度の事業報告、２ページの中で、はあとぴあふれあい祭りがあるんですけれども、

前の運営委員会のときに、外部団体の方たちにもお声がけして、せめて、出店は無理な

んだけれども展示部分で参加させてほしいという要望があったと思うんですけれど

も、何も連絡が来ていなかったのでどうなったのかなということと、今年度のふれあ

い祭りには外部にお声がけするつもりがあるのかどうかを併せてお伺いしたいと思い

ます。 

〇中村会長 

 事務局よろしくお願いします。 

〇堀内総務課長補佐兼施設管理係長 

 社会福祉協議会施設管理係の堀内と申します。 

 今、担当者会議、今年度の振り返りをしているところなんですが、来年度に向けて、展
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示などのブースについては検討できるところがあるのかなとは思っているんですけれ

ども、販売などのブースについては現状のところでスペースを設けることができるか

どうか回答しかねる部分があるので、展示などの部分については前向きに検討させて

いただいて、お声がけできるように対応したいと思います。 

〇田中委員 

 よろしくお願いいたします。 

〇中村会長 

 ほかにございますでしょうか。はい、本橋委員。 

〇本橋委員 

 つばさ会の本橋と申します。 

 ここで質問していいのか、どこが管理しているのかわからないんですけれども、管理

業務の中で、このはあとぴあ自体が大規模災害のときの福祉避難所になっていた記憶

があるんですけれども、その場合の受入れ体制の構築とか、避難後の生活備品の備え

とか、大規模災害に対する準備というのがこの管理業務の中に入るのか、それとも社

協の事業なのかよくわからないんですけれども、もしそういうのがあれば紹介してい

ただきたいなと思います。よろしくお願いします。 

〇中村会長 

 事務局、お願いします。 

〇事務局・平岡福祉相談課地域福祉係長 

 災害に備えた備品として、福祉避難所の関係で例えばベッドですとかそういったもの

の用意がされています。またそれとは別に、一般的な災害に備えて様々な物品も備え

ているという現状がまずございます。受入れの体制としましては、災害ボランティア

センターが併せて立ち上がってくるかなというところもございますので、社協と協力

しながら体制を整えていくというような状況かと思っているところです。 

〇事務局・赤澤障害福祉課長 

 障害福祉課の赤澤です。 

  福祉避難所について補足ですが、市としましては、福祉避難所は二次避難所というこ

とで、まず皆さんのお近くの小学校が一次避難所になりまして、そこから優先順位を

設けて福祉避難所に促すというかたちになっています。現在、福祉避難所に指定させ

ていただいている施設が市内に１４か所ございます。全部で１００名少々、受入れ可

能だったかと思いますが、その際に、大規模災害ですとどの避難所が無事かというこ

ともありますので、そのときに大丈夫なところに、ということになるかと思います。こ

こも少し危ない部分もありますので、福祉避難所に指定させていただいておりますが、

市全体として高台のところ、地盤がしっかりしているところの施設に、というのが望

ましいのは確かです。福祉避難所のまず母数を増やしていくというのが課題と、二次

避難所としてどういったところで優先順位をつけていくかというようなところで、対

象の方たちに台帳作成を順次進めているところでございます。よろしくお願いいたし

ます。以上です。 

〇中村会長 

 本橋委員、よろしいでしょうか。ほかに。はい、斉藤委員、お願いします。 

〇斉藤会長 

 １３ページの相談件数の内訳のところなんですけれども、「不安の解消・情緒安定に関

する支援」が４０５件、「家族関係・人間関係に関する支援」が１０４件ということで、

何か通ずるものがあるのかなと思うんですけれども、具体的にどのような相談内容が

あるのかなというのと、相談に対してどのような支援をしているのかというのが聞き

たかったんですけれども、よろしくお願いします。 
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〇松本地域福祉推進課主幹兼課長補佐 

 社協の松本です。よろしくお願いします。 

 まず、「不安の解消・情緒安定に関する支援」につきましては、主に電話もしくは面談

になるんですが、その方の不安に思っていることをいわゆる傾聴することが結構多く

て、その中でご本人に落ち着いてもらって、その次からどうしていこうかということ

を話をしていくような支援が主な内容かなと思います。家族関係・人間関係について

は、どちらかというとご家族様とかご友人関係のご不安だったりですとか、「親子なん

だけど上手くいかないけどどうしたらいいんだ」というような相談もございますので、

もしご家族様と一緒に来ていただけるのであれば一緒に来ていただいて、誤解の生じ

る部分もあるかと思うので、そういったところを一つ一つ解消していって無事に一緒

にお家で生活していただきます。またご友人関係であれば、その方が通っている作業

所ですとか、会社に勤めている方も中にはいらっしゃいますので、そういう方に関し

ては就労の定着支援に入っている支援員さんなりにそちらの情報を共有して、その方

が長く勤められるように、どちらかというと橋渡し的なことをしているような状況で

す。以上です。 

〇中村会長 

 よろしいでしょうか。ありがとうございます。お願いします、田中委員。 

〇田中委員 

 同じページの質問ですけれども、「家計・経済に関する支援」５３件とありますが、ど

のような相談だったのか、わかる範囲でお知らせください。 

〇松本地域福祉推進課主幹兼課長補佐 

 「家計・経済に関する支援」ですが、基本的には相談される方、皆さんお金がなくて、

お金を散財してしまってという方がご相談されるので、私たちとしては生活保護のご

案内ですとか、福祉相談課の家計改善のご案内ですとか、同じく社協でやっている安

心サポート、そちらのご提案をしたりとかしています。あとは、利用者さんによっては

毎月家計簿を持ってきて一緒に見てほしいというところで、一緒に見ながら「今日は

ちょっとお菓子を多く買っちゃったね」とかそのような小さいことなんですけれど、

そういったところを一緒に見てやっているような支援です。以上です。 

〇田中委員 

 ありがとうございます。 

〇中村会長 

 他にございますでしょうか。はい、田尻委員。 

〇田尻委員 

 私の状況把握が上手くできていないのかもしれませんけれど、３階の奥に親子でよく

フリールームみたいにして集まっているところがありますし、２階の奥に高齢者の方

が入浴に来たりしますけれど、そういうのは、ここの障害者支援センターとは別個の

管轄になるんでしょうか。そういうのも、このはあとぴあの運営の中には報告みたい

なかたちでは含まれないのかなと思いましたので、その辺りよろしくお願いします。 

〇事務局・平岡福祉相談課地域福祉係長 

 少しわかりづらいところになってしまうんですけれど、今、皆さまに内容を見ていた

だいているのが「総合福祉センター」という名称の範疇のことをお願いしています。

この建物の中には実は、総合福祉センターというものと、児童館というものと、老人

福祉センターというものが混在しています。ですので、例えばわかりやすく言うと、

この建物をはあとぴあと呼んだときに、はあとぴあの中に総合福祉センターと児童館

と老人福祉センターがある、というふうに考えていただけるとわかりやすいかなと思

います。ご質問のありました、３階の奥の部分というのは児童館の範疇になりまし
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て、２階の奥の部分については老人福祉センターの範疇になってくるので、今回のこ

の総合福祉センターの運営協議会というものの中には数値としては入ってこないとい

うことになります。 

〇田尻委員 

 ありがとうございます。建物全部というイメージがあったのですみませんでした。あ

りがとうございます。 

〇中村会長 

 ツイッターでボランティアなどを募集しているところはどこでしょうか。 

〇事務局・平岡福祉相談課地域福祉係長 

 総合福祉センターの管理業務の中に、児童館と老人福祉センター以外の部分の管理が

ありまして、その範囲が社会福祉協議会の組織に対して貸出しをしている場所になり

ます。その貸出しをしている場所で、社会福祉協議会が法人としての業務を運営して

います。その業務が、今、ご質問のありました、ボランティアセンターや地域福祉に関

することで、そういったものを運営している地域福祉推進課というところが３階にあ

り、その部分のことになります。 

〇中村会長 

 ありがとうございます。よくわかりました。 

 もう少しだけ質問させてもらってよろしいですか。計画相談のところなんですけれど、

合計人数２０３名とのことですが、相談支援専門員の数は何人ほどおられるのでしょ

うか。一人当たりどのくらいの計画をされているのかなと気になったので質問させて

いただきます。 

〇事務局・赤澤障害福祉課長 

 障害福祉課の赤澤です。 

  相談支援専門員の資格をもつ職員が５人おりまして、その内、実際に計画策定に携わ

っているのは３人、２人は委託相談の部分をメインに行っておりますので、計画をも

っている、取り組んでいるのは一人当たり６０～７０件程度という感じです。 

〇中村会長 

 かしこまりました。その相談員の方は他の業務も兼任されていらっしゃるんですかね。 

〇松本地域福祉推進課主幹兼課長補佐 

 社協の職員としての仕事です。 

〇中村会長 

 そうですよね。深堀りして聞いてしまいたいんですけれど、今回、朝霞市で基幹のとこ

ろがなかなか前に進まない状況で、どこが手を挙げるのかなとか個人的には考えてお

りまして、基幹相談支援センターが民間でやるのか、半民間でやるのか、自治体でやる

のか等もいろいろ協議が必要かなと思ったので、どのくらいの方がいらっしゃるのか

なと思って質問させていただきました。 

〇事務局・赤澤障害福祉課長 

 障害福祉課の赤澤です。 

  基幹相談支援センターにつきましては、市と市内いくつかの相談事業所さんとでプロ

ジェクトチームを作り、どういうものがあったらいいかというのを協議した結果を踏

まえて、最終的に市のほうで基準を設けて、プロポーザルで公募をさせていただいた

ところがあります。やはり一緒に動いていただくには法定の一般相談、地域移行、地域

定着のノウハウを持っている法人さんに基幹を受けていただきたいということで基準

を設けたところでございますので、今の状態ですと、一般相談をやっていない社協さ

んは応募できないということになります。 
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〇中村会長 

 かしこまりました。他に大丈夫でしょうか。 

〇髙杉委員 

 わからないところがありまして、１３ページなんですけれども、「生活技術に関する支

援」というのがあるんですが、その生活技術というのはどういうことなのかを教えて

いただければと思います。 

〇松本地域福祉推進課主幹兼課長補佐 

 例えば一人暮らしをしたいという方やグループホームで暮らしたいという方に対し

て、家事全般ですとか、お買い物を今まで全くやったことない方がいらっしゃるので、

一緒にこうやったほうがいいよ、ああやったほうがいいよというアドバイスをさせて

いただいています。あと去年、身だしなみ講座というものもやりまして、外に出るとき

は、女性だとお化粧、男の方だと髪の毛の身だしなみですとか、そういったものを講座

としてやりまして、一緒に学んで、生活をするうえで立派な一人前になれるようにと

いうことで講座を開いたこともあります。ちなみに今年度は調理実習を来月やる予定

になっています。一人暮らしを目指している方に対して、簡単にできる一品料理、二品

料理ということでやる予定にしております。以上です。 

〇髙杉委員 

 わかりました、ありがとうございます。 

〇中村会長 

 ありがとうございます。他に大丈夫でしょうか。 

 もう一点だけ最後にすみません。２ページの施設見学のところの朝霞三小の受入れ、

すごく素敵だなと思っているんですけれど、ぜひ各小学校・中学校に向けて発信して

いただいて、ソーシャルインクルージョンの基盤というか、幼少期からの教育が重要

だと思うので、ぜひこの活動に力を入れてほしいなという要望をお伝えさせていただ

きました。 

 他に質問等はございませんでしょうか。ないようでしたら、本日の議題は以上となり

ます。その他、事務局から何かございますか。 

〇事務局・金光福祉相談課地域福祉係主任 

 本日は、皆さまありがとうございました。本日の会議にご出席いただきました委員の

皆さまには、後日、口座振込にて報酬と費用弁償をお支払いさせていただきます。ま

た、次回の運営協議会の開催につきましては、決まり次第、皆さまにご案内させていた

だきますので、よろしくお願いいたします。事務局からは以上です。 

 

６ 閉会 

〇中村会長 

 それでは、これをもちまして、総合福祉センター運営協議会を終了させていただきま

す。ご協力ありがとうございました。 

 


